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第７期計画地域密着型サービス事業者の公募の考え方 

 

 

 

 

（1）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ミニ特養） 

圏域間の特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施

設）の定員数の均衡に配慮して公募圏域を決定し、4施設を公募する。 

平成 30年度は、5圏域、6圏域、9圏域を除く圏域を対象として公募する。 

平成 31年度以降については、平成 30年度の選定結果を踏まえて、対象圏域を決

定する。 

 

◎公募施設数  H30年度：2施設、H31年度：1施設、H32年度：1施設 

 

（2）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

グループホームは既に各圏域に整備されているが、圏域によって定員数に差がある

ため、定員数の均衡に配慮して公募圏域を決定し、4施設を公募する。 

平成 30年度は、5圏域、6圏域を除く圏域を対象として公募する。 

平成 31年度以降については、平成 30年度の選定結果を踏まえて、対象圏域を決

定する。 

  

◎公募施設数  H30年度：2施設、H31年度：1施設、H32年度：1施設 

  

（3）小規模多機能型居宅介護 

圏域間において事業所数の均衡を図るため、１つの圏域に 2 事業所まで整備される

こととなるように、未整備圏域と 1 件整備済圏域を対象として、公募圏域を決定し、

4事業所を公募する。 

平成 30年度は、7圏域を除く圏域を対象として公募する。 

平成 31年度以降については、平成 30年度の選定結果を踏まえて、対象圏域を決

定する。 

 

◎公募事業所数  H30年度：2事業所、H31年度：1事業所、H32年度：1事業所 

 

（4）看護小規模多機能型居宅介護 

未整備圏域を対象として公募圏域を決定し、1事業所を公募する。 

平成 30年度は、5圏域を除く圏域を対象として公募する。 

 

◎公募事業所数  H30年度：1事業所 

第 7期計画（H30～H32）の公募の考え方について 
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（5）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

未整備圏域を対象として公募圏域を決定し、1事業所を公募する。 

平成 30年度は、8圏域を除く圏域を対象として公募する。 

 

◎公募事業所数  H30年度：1事業所 

 

 

※（1）から（5）までの公募において、当該年度の公募数に満たなかった場合は、翌

年度の公募数に追加して公募することとする。 

 

 

（参考）施設等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現在整備中の施設を含む（小規模：6圏域、7圏域 各 1施設） 

※網掛け部分については、第 7期計画で公募の対象としない圏域を表している。 


